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出
張
所
に
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

地
域
経
済
振

興
課
☎
30-

６
１
１
９
番
、
Ｆ

Ａ
Ｘ
24-

９
６
７
６
番

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

彦
根
年
金
事
務
所

　

20
歳
に
な
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な

権
利
と
と
も
に
義
務
も
生
ま
れ
ま

す
。
国
民
年
金
に
加
入
す
る
こ
と

も
そ
の
ひ
と
つ
で
す
。

国
民
年
金
と
は

　

国
民
年
金
は
、
日
本
に
住
ん
で

い
る
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で
の
す
べ

て
の
人
が
加
入
し
て
、
老
後
の
所

得
保
障
の
ほ
か
、
障
害
や
死
亡
と

い
っ
た
不
慮
の
事
故
な
ど
に
よ
り

生
活
の
安
定
が
損
わ
れ
る
こ
と
の

な
い
よ
う
、
み
ん
な
で
保
険
料
を

出
し
合
い
お
互
い
を
支
え
合
う
制

度
で
す
。

　

基
礎
年
金
の
半
分
は
国
庫
負
担

で
あ
り
、
現
在
20
歳
の
人
も
納
付

し
た
保
険
料
以
上
の
年
金
が
受
け

取
れ
ま
す
。
さ
ら
に
賃
金
や
物
価

の
変
動
に
合
わ
せ
て
年
金
額
が
改

定
さ
れ
ま
す
。

　

加
入
の
手
続
き
や
保
険
料
の
納

め
忘
れ
が
あ
る
と
年
金
が
受
け
取

れ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、

必
ず
国
民
年
金
の
加
入
手
続
き
を

行
い
ま
し
ょ
う
。

保
険
料
の
支
払
い
猶
予
制
度

　

学
生
や
収
入
が
少
な
く
保
険
料

の
納
付
が
困
難
な
人
の
場
合
は
、

「
学
生
納
付
特
例
」「
納
付
猶
予
」

な
ど
の
保
険
料
の
支
払
い
を
猶
予

す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
、

保
険
年
金
課
、
支
所
、
各
出
張
所

で
国
民
年
金
の
加
入
手
続
き
と
あ

わ
せ
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
学
生
納
付
特
例
の
申
請
に
は
、

学
生
証
（
裏
面
に
有
効
期
限
、学
年
、

入
学
年
月
日
の
記
載
が
あ
る
場
合
は

裏
面
を
含
む
）
の
コ
ピ
ー
ま
た
は

在
学
証
明
書
（
在
学
期
間
が
わ
か

る
も
の
）
が
必
要
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

彦
根
年
金
事
務

所
（
外
町
）
国
民
年
金
課
☎
23-

１
１
１
４
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
23-

９

０
３
３
番

停
電
の
ご
案
内
と
お
願
い

市
立
病
院

　

法
律
で
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る

年
１
回
の
電
気
設
備
の
点
検
を
行

う
た
め
、停
電
を
実
施
し
ま
す
。ご

「
住
も
う
よ
！
ひ
こ
ね
」

リ
フ
ォ
ー
ム
事
業

申
込
期
限
は
５
月
31
日
㈬

午
後
５
時
15
分
で
す

口市
地
域
経
済
振
興
課

こ
の
事
業
は
、
市
民
の
皆
さ
ん

が
市
内
に
本
社
が
あ
る
法
人
ま
た

は
市
内
に
住
所
が
あ
る
個
人
の
施

工
業
者
を
利
用
し
て
、
自
宅
の
リ

フ
ォ
ー
ム
な
ど
を
行
う
場
合
に
、

そ
の
経
費
の
一
部
を
助
成
す
る
制

度
で
す
。

平
成
29
年
度
の
第
１
回
事
前
申

し
込
み
の
受
付
期
限
は
５
月
31
日

㈬
で
す
。

助
成
金
額
、
助
成
の
対
象
と
な

る
条
件
、申
込
方
法
な
ど
、詳
し
く

は
広
報
ひ
こ
ね
４
月
１
日
号
ま
た

は
本
事
業
の
手
引
き
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。
手
引
き
は
、
彦
根
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る
ほ
か
、

地
域
経
済
振
興
課
、
支
所
、
各

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

日
時　

５
月
21
日
㈰　

午
前
11
時

30
分
〜
午
後
２
時
30
分
（
予
定
）

場
所　

市
立
病
院
（
八
坂
町
）
全
館

停
電
中
の
お
願
い

▼
午
前
10
時
30
分
か
ら
午
後
３
時

30
分
ま
で
、
救
急
の
患
者
さ
ん

の
受
け
入
れ
を
停
止
し
ま
す
。

▼
急
病
の
場
合
（
内
科
・
小
児
科
）

は
、
休
日
急
病
診
療
所
（
市
立
病

院
敷
地
内
、
く
す
の
き
セ
ン
タ
ー
１

階
☎
22-

１
１
１
９
番
）の
利
用
を

お
願
い
し
ま
す
。

▼
照
明
が
非
常
用
電
灯
に
切
り
替

わ
る
た
め
、
院
内
全
館
が
暗
く

な
り
ま
す
。

▼
エ
ア
コ
ン
、
テ
レ
ビ
、
冷
蔵
庫

な
ど
が
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

▼
一
部
の
ト
イ
レ
が
使
用
で
き
ま

せ
ん
。

▼
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
台
数
を
減
ら

し
て
運
転
し
ま
す
。

▼
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
は
営

業
し
ま
す
が
、
レ
ス
ト
ラ
ン
は

臨
時
休
業
と
な
り
ま
す
。

▼
Ｘ
線
、
Ｃ
Ｔ
な
ど
一
部
の
医
療

機
器
が
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
先　

市
立
病
院
病

院
総
務
課
☎
22-

６
０
５
０
番

（
内
線
３
５
１
９
番
）、
Ｆ
Ａ
Ｘ

26-

０
７
５
４
番
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ご
連
絡
く
だ
さ
い

自
治
会
な
ど
一
斉
清
掃
で
の

代
表
者
変
更

口市
清
掃
セ
ン
タ
ー

地
域
の
清
掃
活
動
で
発
生
す
る

土
や
草
を
処
分
す
る
た
め
、
申
請

の
あ
っ
た
自
治
会
な
ど
に
回
収
車

（
ダ
ン
プ
車
）
を
配
車
し
て
い
ま
す
。

代
表
者
の
連
絡
先
は
、
搬
入
許

可
書
な
ど
の
郵
送
や
清
掃
当
日
の

連
絡
に
必
要
で
す
。
申
請
時
か
ら

代
表
者
の
連
絡
先
が
変
更
に
な
っ

た
場
合
は
、
清
掃
日
の
１
か
月
前

ま
で
に
新
し
い
代
表
者
の
住
所
、

氏
名
、
連
絡
先
（
自
宅
お
よ
び
携
帯

電
話
）
を

清
掃
セ
ン
タ
ー
ま
で

連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

清
掃
セ
ン

タ
ー
☎
22-

２
７
３
４
番
、
Ｆ

Ａ
Ｘ
24-

７
７
８
７
番

5 月 30 日の「環境美化の日」にあわせて、荒神山付近の宇曽川と
曽根沼公園一帯などで、清掃活動を行います。

日時　５月28日㈰ 9：00 〜11：00（受付 8：30 〜）
　※雨天中止（当日 7：00 に決定します）

集合場所　 子どもセンター前広場（日夏町）

持ち物　清掃活動しやすい服装、軍手、飲み物
など

その他　駐車場の混雑が予想されます。できる
だけ乗り合わせてお越しください。また、
荒神山自然の家入り口側の駐車場をご利用
ください。回収袋は主催者で準備します。

問い合わせ先　 清掃センター☎22-2734、
FAX24-7787

ごみゼロ大作戦
〜荒神山周辺をきれいにしよう〜

  還付金詐欺が多発しています
保険料や医療費の還付をかたる不審な電話にご注意ください

　　ATM に誘導することはありません !
　　　問い合わせ先　 保険年金課☎ 30-6112、FAX22-1398

　　　　　　　　　 保険料課☎ 30-6145、FAX22-1398

！

市
立
病
院
の
眼
科
診
療

市
立
病
院

当
院
の
眼
科
で
は
、
こ
れ
ま
で

休
診
日
と
し
て
い
た
水
曜
日
も
診

療
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
平
成

29
年
度
の
外
来
診
療
日
は
次
の
と

お
り
で
す
。

眼
科
診
療
曜
日

▼
午
前　

月
〜
木
曜
日

▼
午
後　

木
曜
日

※
診
療
受
付
時
間
は
、
午
前
８
時

〜
同
11
時
で
す
。
な
お
、
予
約

診
療
、
紹
介
状
を
お
持
ち
の
人

の
診
療
が
優
先
と
な
り
ま
す
の

で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先  

市
立
病
院
眼
科

外
来
受
付（
５
ブ
ロ
ッ
ク
）
☎
22-

６
０
５
０
番
（
内
線
２
５
０
２
）、

Ｆ
Ａ
Ｘ
26-

０
７
５
４
番

第
２
次
彦
根
市
地
域
福
祉

計
画
を
策
定
し
ま
し
た

口市
社
会
福
祉
課

地
域
で
の
支
え
合
い
と
市
民
協

働
を
育
て
、
地
域
福
祉
で
の
さ
ま

ざ
ま
な
「
地
域
」
レ
ベ
ル
の
つ
な

が
り
と
、
関
係
者
・
関
係
機
関
の

つ
な
が
り
を
深
め
る
こ
と
で
、
一

人
ひ
と
り
が
安
心
し
て
地
域
で
暮

ら
せ
る
ま
ち
を
目
指
し
て
、
第
２

次
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
。

同
計
画
は
、
社
会
福
祉
課
（
福

祉
セ
ン
タ
ー
２
階
）、
支
所
、
各
出
張

所
、
彦
根
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公

開
し
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

社
会
福
祉

課
☎
23-

９
５
９
０
番
、
Ｆ

Ａ
Ｘ
26-

１
７
６
８
番
、

shakaifukushi@
m

a.city.
hikone.shiga.jp

平
成
29
年
工
業
統
計
調
査
を

実
施
し
ま
す

口市
企
画
課

こ
の
調
査
は
、
国
内
の
工
業
の

実
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
全

国
す
べ
て
の
製
造
事
業
所
を
対
象

に
行
わ
れ
ま
す
。
調
査
時
点
は
平

成
29
年
６
月
１
日
で
す
。
調
査
結

果
は
、
中
小
企
業
施
策
や
地
域
振

興
な
ど
の
基
礎
資
料
と
し
て
活
用

さ
れ
ま
す
。

回
答
い
た
だ
い
た
内
容
は
、
統

計
作
成
の
目
的
以
外
（
税
の
資
料
な

ど
）
に
使
用
す
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
先　

企
画
課
☎

30-

６
１
０
１
番
、Ｆ
Ａ
Ｘ
22-

１
３
９
８
番




